
◆指定要件の強化（損害賠償能力、公正中立要件、人員体制等）

◆指定取消し、建築基準適合性判定資格者の登録取消し等の後、指定を受けられ
ない期間の延長 2年間→５年間

◆指定に当たって業務区域内の特定行政庁の意見を聴取

◆特定行政庁による指導監督の強化
・特定行政庁に立入検査権限を付与
・指定確認検査機関に不正行為があった
場合、特定行政庁からの報告に基づき、
指定権者による業務停止命令等の実施
・確認審査報告書等の作成及び当該報告書等
の特定行政庁への提出を義務付け

建築基準法・建築士法等の改正の概要

建築基準法・建築士法等の改正について建築基準法・建築士法等の改正について（平成（平成1818年年66月月2121日公布）日公布）

２．指定確認検査機関の業務の適正化

◆一定の高さ以上等の建築物※について
指定機関による構造計算審査の義務付け
※木造：高さ13ｍ超又は軒の高さ９ｍ超
鉄筋コンクリート造：高さ20ｍ超等

・指定機関は審査に要する費用を建築
主事又は指定確認検査機関に請求
⇒確認手数料の引上げが必要

◆建築確認の審査方法及び中間検査、
完了検査の検査方法の指針の策定
及び公表
⇒指針に基づく厳格な審査、検査
の実施

◆建築確認の審査期間の延長
２１日→３５日（最大７０日まで延長可）

◆３階建て以上の共同住宅について中間検査を法律で義務付け

目的 耐震偽装事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、耐震偽装事件の再発を防止し、法令遵守を徹底することにより、

建築物の安全性に対する国民の信頼を回復建築物の安全性に対する国民の信頼を回復
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今回拡充

１．建築確認・検査の厳格化

建築主 建築主事 又は
指定確認検査機関

指定構造計算適合性判定機関 【新設】
（知事指定）

専門家による審査※ （ピアチェック）
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建築確認

審査方法の指針に
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※大臣認定プログラムを用いた場合、再入力・再計算を
行い審査を効率化

今回創設
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指定確認検査機関

申請

建築確認

＜一定の高さ以上等の建築物＞
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◆建築士及び建築士事務所に関する情報開示の徹底
・処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等を公表
・建築士事務所に所属するすべての建築士の氏名、業務実績等を毎年度知事に報告、
知事によるこれらに係る書類の閲覧を義務付け

◆指定確認検査機関に関する情報開示の徹底
・指定権者からの監督命令を受けた指定確認検査機関の名称等を公表
・業務実績、財務状況、損害賠償能力に関する情報等に係る書類の閲覧を義務付け

５．建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示

◆建築士等の業務の適正化
・建築士が構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合におけるその旨の証明

書交付を義務付け
・建築士による名義貸し、違反行為の指示、信用失墜行為の禁止を法定し、これら

の違反者に対する処分を強化
・設計・工事監理の下請け契約締結時に書面の交付を義務付け
・建築士事務所の開設者による名義貸しの禁止

◆建築士等に対する罰則の大幅な強化

◆確認申請書等に担当した全ての建築士の氏名等の記載を義務付け（省令事項）
◆免許取消し後免許を与えない期間の延長 ２年間→５年間
◆建築士事務所の登録取消し後登録を受け付けない期間の延長 ２年間→ ５年間

４．建築士等の業務の適正化及び罰則の強化

◆宅建業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等について相手方に説明することを義
務付け

◆宅建業者、一戸建て住宅等の工事請負業者に対し、契約締結時に加入している保険等
の内容を記載した書面を買主に交付することを義務付け

６．住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示

◆特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け
◆指定確認検査機関及び建築士事務所の図書保存期間の延長（省令事項）

３．図書保存の義務付け等

懲役１年/罰金100万円罰金50万円建築確認の手続違反（建築基準法）

懲役２年/罰金３00万
(法人の場合罰金１億円)

懲役１年/罰金50万円不動産取引の際に重要事項の不実告知等（宅建業法）

懲役１年/罰金100万円なし
建築士・建築士事務所の名義貸し、建築士による構
造安全性の虚偽証明（建築士法）

懲役３年/罰金300万円
(法人の場合罰金１億円)

罰金50万円耐震基準など重大な実体違反（建築基準法）

改正後改正前違反内容


